
JP 2014-61057 A 2014.4.10

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】精度良く定点観測を行うことができる情報処理
装置を提供する。
【解決手段】撮像部は、接近した状態で被写体の一部を
測定する測定器２１に設けられたLED２１ｂを、被写体
とともに撮像し、位置算出部６２は、撮像部による撮像
で得られる撮像画像に基づいて、被写体に対するLED２
１ｂの位置を表すマーカ位置を算出し、出力制御部６４
は、マーカ位置が、被写体の一部を測定するときのマー
カ位置である測定位置と一致した場合、予め決められた
制御処理を行う。本開示は、例えば、被写体とともに、
測定器２１のLED２１ｂを撮像する撮像部を有するスマ
ートフォン２２などに適用できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被写体とと
もに撮像する撮像部と、
　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マーカ
の位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一
致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記マーカは、点灯又は消灯することにより、予め決められた点滅パターンで点滅する
発光部であり、
　前記撮像画像内の前記マーカの点灯又は消灯に基づいて、前記マーカの点滅パターンを
検知するパターン検知部を
　さらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記マーカは、前記測定器の状態を表す前記点滅パターンで点滅し、
　前記パターン検知部の検知結果に基づいて、前記測定器の状態を表示部に表示させる表
示制御部を
　さらに含む請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記マーカ位置が、前記測定器が移動する軌跡上の各測定位置と一致す
る毎に、予め決められた制御処理を行う
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記マーカ位置が前記測定位置と一致した場合、その旨をユーザに報知
させる第１の前記制御処理、又は前記測定器を制御して、前記測定器に前記被写体の一部
を測定させる第２の前記制御処理の少なくとも一方を行う
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記測定器の傾きを識別する傾き識別部を
　さらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記測定器は、前記測定器の動きをセンシングするセンサを有し、
　前記傾き識別部は、前記センサのセンシング結果に基づいて、前記測定器の傾きを識別
する
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記マーカは、前記測定器の筐体に設けられた図形であり、
　前記傾き識別部は、前記撮像画像内の前記図形の形状に基づいて、前記測定器の傾きを
識別する
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記測定器は、接近した状態で撮像を行うことにより、前記被写体の肌を測定し、
　前記測定器の撮像により得られた複数の肌画像に基づいて、前記複数の肌画像をつなぎ
合わせた全体肌画像を生成する生成部を
　さらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記測定位置までの距離を測定する距離測定部と、
　前記測定位置と前記距離に基づいて、前記肌画像の３次元位置を算出する３次元位置算
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出部と
　をさらに含み、
　前記生成部は、複数の前記肌画像の３次元位置にも基づいて、前記被写体の肌を立体的
に表示する前記全体肌画像を生成する
　をさらに含む請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記測定器は、
　　前記被写体の一部に対して、複数の異なる波長の光を照射する照射部と、
　　複数の異なる波長毎に、前記波長の光が照射されているときの肌の撮像を行うことに
より、前記被写体の一部を測定するカメラ測定部と
　を有する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記測定器は、前記情報処理装置に着脱自在とされる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記測定器は、前記情報処理装置に装着された状態で充電可能とされる
　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記測定器は、
　　前記被写体の一部を接写するカメラ測定部と、
　　前記カメラ測定部を囲む筒状の形状を有し、前記被写体の一部に押し当てられたとき
にオン状態とされる鏡筒部と、
　　ユーザの回転操作に応じて、前記カメラ測定部の光軸を中心として回転される回転部
と
　を有する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記カメラ測定部は、前記鏡筒部がオン状態とされたときに、前記被写体の一部を接写
し、
　前記回転部は、前記カメラ測定部の動作に関する動作モードを切り替える際に、前記カ
メラ測定部の光軸を中心として回転される
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被写体とと
もに撮像する撮像部を有する情報処理装置の情報処理方法において、
　　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マー
カの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出ステップと、
　　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と
一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項１７】
　接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被写体とと
もに撮像する撮像部を有する情報処理装置のコンピュータを、
　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マーカ
の位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一
致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　して機能させるためのプログラム。
【請求項１８】
　ユーザに接近した状態で測定を行う測定器と、前記ユーザ及び前記測定器を撮像する撮
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像部を有する情報処理装置から構成される測定システムにおいて、
　前記測定器は、
　　接近した状態でユーザの一部を測定する測定部と、
　　前記測定器の筐体に設けられたマーカと
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　　前記測定器に設けられた前記マーカを、前記ユーザとともに撮像する撮像部と、
　　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記ユーザに対する前記マー
カの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　　前記マーカ位置が、前記ユーザの一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と
一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　を有する
　測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び測定システムに関し、特に
、例えば、精度良く定点観測を行えるようにした情報処理装置、情報処理方法、プログラ
ム、及び測定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの肌の状態を測定する測定器が存在する。この測定器を用いて、ユーザは
、例えば肌の同じ箇所を測定することにより、時系列における肌の状態の変化を定点観測
することができる。
【０００３】
　しかしながら、ユーザは、過去に観測した箇所を、測定時の記憶を頼りに判断して測定
を行うため、精度良く同じ箇所を観測できないことがあった。
【０００４】
　そこで、測定器を使用時のユーザとともに、過去に測定した肌の同じ箇所を示す表示を
ディスプレイに表示することにより、過去に測定した箇所を、ユーザに認識させるように
した表示認識方法が存在する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２８４２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の表示認識方法によれば、ユーザは、過去に測定した箇所を認識で
きるものの、そのような箇所を測定可能な位置に、測定器を正確に移動させることは難し
い。
【０００７】
　すなわち、ユーザは、測定器を移動させ、測定器が、過去の同じ箇所を測定可能な位置
に移動したと判断したところで、測定器に肌の測定を行わせるが、ユーザの判断した位置
が、必ずしも、過去の同じ箇所を測定可能な位置であるとは限らない。
【０００８】
　このため、従来の表示認識方法を用いる場合でも、精度良く、肌の同じ箇所を観測でき
ないものとなっていた。
【０００９】
　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、精度良く定点観測を行えるよ
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うにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の第１の側面の情報処理装置は、接近した状態で被写体の一部を測定する測定器
に設けられたマーカを、前記被写体とともに撮像する撮像部と、前記撮像部による撮像で
得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マーカの位置を表すマーカ位置を
算出する位置算出部と、前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位
置である測定位置と一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部とを含む情報処
理装置である。
【００１１】
　前記マーカは、点灯又は消灯することにより、予め決められた点滅パターンで点滅する
発光部であり、前記撮像画像内の前記マーカの点灯又は消灯に基づいて、前記マーカの点
滅パターンを検知するパターン検知部をさらに設けることができる。
【００１２】
　前記マーカは、前記測定器の状態を表す前記点滅パターンで点滅し、前記パターン検知
部の検知結果に基づいて、前記測定器の状態を表示部に表示させる表示制御部をさらに設
けることができる。
【００１３】
　前記制御部は、前記マーカ位置が、前記測定器が移動する軌跡上の各測定位置と一致す
る毎に、予め決められた制御処理を行うことができる。
【００１４】
　前記制御部は、前記マーカ位置が前記測定位置と一致した場合、その旨をユーザに報知
させる第１の前記制御処理、又は前記測定器を制御して、前記測定器に前記被写体の一部
を測定させる第２の前記制御処理の少なくとも一方を行うことができる。
【００１５】
　前記測定器の傾きを識別する傾き識別部をさらに設けることができる。
【００１６】
　前記測定器は、前記測定器の動きをセンシングするセンサを有し、前記傾き識別部は、
前記センサのセンシング結果に基づいて、前記測定器の傾きを識別することができる。
【００１７】
　前記マーカは、前記測定器の筐体に設けられた図形であり、前記傾き識別部は、前記撮
像画像内の前記図形の形状に基づいて、前記測定器の傾きを識別することができる。
【００１８】
　前記測定器は、接近した状態で撮像を行うことにより、前記被写体の肌を測定し、前記
測定器の撮像により得られた複数の肌画像に基づいて、前記複数の肌画像をつなぎ合わせ
た全体肌画像を生成する生成部をさらに設けることができる。
【００１９】
　前記測定位置までの距離を測定する距離測定部と、前記測定位置と前記距離に基づいて
、前記肌画像の３次元位置を算出する３次元位置算出部とをさらに設け、前記生成部は、
複数の前記肌画像の３次元位置にも基づいて、前記被写体の肌を立体的に表示する前記全
体肌画像を生成することができる。
【００２０】
　前記測定器は、前記被写体の一部に対して、複数の異なる波長の光を照射する照射部と
、複数の異なる波長毎に、前記波長の光が照射されているときの肌の撮像を行うことによ
り、前記被写体の一部を測定するカメラ測定部とを有するようにすることができる。
【００２１】
　前記測定器は、前記情報処理装置に着脱自在とすることができる。
【００２２】
　前記測定器は、前記情報処理装置に装着された状態で充電可能とすることができる。
【００２３】
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　前記測定器は、前記被写体の一部を接写するカメラ測定部と、前記カメラ測定部を囲む
筒状の形状を有し、前記被写体の一部に押し当てられたときにオン状態とされる鏡筒部と
、ユーザの回転操作に応じて、前記カメラ測定部の光軸を中心として回転される回転部と
を有するようにすることができる。
【００２４】
　前記カメラ測定部は、前記鏡筒部がオン状態とされたときに、前記被写体の一部を接写
し、前記回転部は、前記カメラ測定部の動作に関する動作モードを切り替える際に、前記
カメラ測定部の光軸を中心として回転されるようにすることができる。
【００２５】
　本開示の第１の側面の情報処理方法は、接近した状態で被写体の一部を測定する測定器
に設けられたマーカを、前記被写体とともに撮像する撮像部を有する情報処理装置の情報
処理方法であって、前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に
対する前記マーカの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出ステップと、前記マーカ位
置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一致した場合、予
め決められた制御処理を行う制御ステップとを含む情報処理方法である。
【００２６】
　本開示の第１の側面のプログラムは、接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に
設けられたマーカを、前記被写体とともに撮像する撮像部を有する情報処理装置のコンピ
ュータを、前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前
記マーカの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、前記マーカ位置が、前記被写
体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一致した場合、予め決められた制
御処理を行う制御部として機能させるためのプログラムである。
【００２７】
　本開示の第１の側面によれば、接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けら
れたマーカを、前記被写体とともに撮像する撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づ
いて、前記被写体に対する前記マーカの位置を表すマーカ位置が算出され、前記マーカ位
置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一致した場合、予
め決められた制御処理が行われる。
【００２８】
　本開示の第２の側面の測定システムは、ユーザに接近した状態で測定を行う測定器と、
前記ユーザ及び前記測定器を撮像する撮像部を有する情報処理装置から構成される測定シ
ステムであって、前記測定器は、接近した状態でユーザの一部を測定する測定部と、前記
測定器の筐体に設けられたマーカとを有し、前記情報処理装置は、前記測定器に設けられ
た前記マーカを、前記ユーザとともに撮像する撮像部と、前記撮像部による撮像で得られ
る撮像画像に基づいて、前記ユーザに対する前記マーカの位置を表すマーカ位置を算出す
る位置算出部と、前記マーカ位置が、前記ユーザの一部を測定するときのマーカ位置であ
る測定位置と一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部とを有する測定システ
ムである。
【００２９】
　本開示の第２の側面によれば、前記測定器により、接近した状態でユーザの一部が測定
され、前記情報処理装置により、前記測定器に設けられた前記マーカが、前記ユーザとと
もに撮像され、その撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記ユーザに対する前記マーカ
の位置を表すマーカ位置が算出され、前記マーカ位置が、前記ユーザの一部を測定すると
きのマーカ位置である測定位置と一致した場合、予め決められた制御処理が行われる。
【発明の効果】
【００３０】
　本開示によれば、精度良く定点観測を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本開示における測定システムの構成例を示す図である。
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【図２】図１のスマートフォンにおける第１の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２のスマートフォンが行う報知処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】図１のスマートフォンにおける第２の構成例を示すブロック図である。
【図５】図４のスマートフォンが行う状態表示処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図６】図１のスマートフォンにおける第３の構成例を示すブロック図である。
【図７】図６のスマートフォンが行う測定制御処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図８】測定器が、複数の肌画像を測定するときの様子の一例を示す図である。
【図９】図６のスマートフォンが行う画像合成処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１０】ジャケット型の測定器の一例を示す図である。
【図１１】ジャケット型の測定器が、スマートフォンに装着されたときの一例を示す図で
ある。
【図１２】スマートフォンに装着された状態で、ジャケット型の測定器に肌データの測定
を行わせるときの一例を示す図である。
【図１３】測定器及びスマートフォンを、拡大鏡として用いるようにしたときの一例を示
す図である。
【図１４】操作性を向上させた測定器の一例を示す図である。
【図１５】コンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本開示における実施の形態（以下、実施の形態という）について説明する。なお
、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（LED位置が測定位置と一致した場合、その旨を報知するときの
一例）
　２．第２の実施の形態（LEDの点滅パターンに応じて、測定器の状態を表示するときの
一例）
　３．第３の実施の形態（LED位置が測定位置と一致した場合、測定を行わせるときの一
例）
　４．変形例
【００３３】
＜１．第１の実施の形態＞
[測定システム１の構成例]
　図１は、本開示における測定システム１の構成例を示している。
【００３４】
　この測定システム１は、例えば、測定器２１及びスマートフォン２２から構成され、ユ
ーザの肌に関する肌データを、測定器２１で定点観測できるようにするものである。
【００３５】
　なお、本開示では、測定システム１において、肌データを定点観測するものとして説明
するが、定点観測の対象は、肌データに限定されず、頭皮や毛根等に関するデータ、彫刻
などの美術品の劣化の度合い（程度）を表すデータ等を対象とすることができる。
【００３６】
　測定器２１は、ユーザの肌（例えば、ユーザの顔）に接近した状態で移動され、ユーザ
の肌に関する肌データを測定する。ここで、接近とは、ユーザの肌までの距離が0である
ことを表す接触と、ユーザの肌までの距離が近いことを表す近接のいずれも含む概念をい
う。
【００３７】
　また、肌データとしては、ユーザの肌の状態を表すデータ（例えば、肌の弾力性やたる
み等を示す数値データ）や、ユーザの肌の状態を判別するためのデータ（例えば、肌を撮
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像して得られた肌画像）等を採用することができる。
【００３８】
　なお、第１の実施の形態において、測定器２１は、ユーザの肌を接写するカメラ２１a
を内蔵し、内蔵するカメラ２１aを用いて、肌データとしての肌画像を測定するものとし
て説明する。しかし、測定器２１による肌データの測定方法は、カメラ２１aを用いる測
定方法に限定されず、肌データを測定できればどのような測定方法であってもよい。
【００３９】
　また、測定器２１において、測定器２１の背面(ユーザの肌と接近する面とは反対側の
面)には、LED(Light Emitting Diode)２１bが設けられている。このLED２１bは、測定器
２１の位置をスマートフォン２２に識別させるために点灯する。
【００４０】
　なお、測定器２１には、LED２１bが設けられるものとしたが、測定器２１の位置をスマ
ートフォン２２に識別させるためのマーカであれば、LED２１bに限定されず、どのような
マーカを設けるようにしてもよく、例えば、２次元バーコード等の図面を採用することが
できる。
【００４１】
　スマートフォン２２は、被写体としてのユーザとともにLED２１bの撮像を行う撮像部２
２a、及び撮像部２２aの撮像により得られる撮像画像等を表示するLCD（Liquid Crystal 
Display）２２bを有する。
【００４２】
　なお、LED２１bは、撮像部２２aで受光（認識）可能な波長の光で発光することにより
点灯する。LED２１bは、可視光の他、LED２１bによる眩しさを避けるために、紫外や赤外
等の不可視光で点灯するようにしてもよい。このことは、図４及び図５で後述する、LED
２１bが点滅する場合についても同様である。
【００４３】
　ユーザは、図１に示されるように、測定器２１を顔に接近させた状態で、スマートフォ
ン２２のLCD２２bに表示される撮像画像を参照しながら、測定器２１を移動させる。
【００４４】
　スマートフォン２２は、撮像部２２aから得られる撮像画像に基づいて、ユーザに対す
るLED２１bの位置（LED位置）が、測定器２１による測定が行われるときのLED位置を表す
測定位置であるか否かを判定する。
【００４５】
　そして、例えば、スマートフォン２２は、LED位置が測定位置であると判定した場合、
その旨を報知する報知処理を行う。このとき、ユーザは、測定器２１を操作して、測定器
２１に測定を行わせることにより、顔における同一の箇所を定点観測することができる。
【００４６】
　つまり、測定器２１は、常に、ユーザの顔における同一の箇所の肌画像を測定すること
ができる。
【００４７】
　なお、スマートフォン２２が行う報知処理については、図２及び図３を参照して詳述す
る。また、スマートフォン２２は、報知処理とは異なる処理も行うが、その処理について
は、図４以降で説明する。
【００４８】
　次に、図２は、図１のスマートフォン２２における第１の構成例を示している。
【００４９】
　図２のスマートフォン２２は、撮像部２２a及びLCD２２bの他、ユーザ識別部６１、位
置算出部６２、判定部６３、出力制御部６４、スピーカ６５、表示制御部６６、主制御部
６７、及び操作部６８から構成される。
【００５０】
　なお、撮像部２２aは、ユーザ及び測定器２１のLED２１bを撮像し、その撮像により得
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られる撮像画像を、ユーザ識別部６１、位置算出部６２、及び表示制御部６６に供給する
。
【００５１】
　撮像部２２aは、光学系４１、撮像素子４２、及び信号処理IC(Integrated Circuit)４
３から構成されている。
【００５２】
　光学系４１は、入射される光（例えば、ユーザからの反射光など）を集光するレンズや
、入射される光の光量を調整する図示せぬ絞り等から構成される。光学系４１は、入射さ
れる光を、撮像素子４２の受光面に結像させる。
【００５３】
　撮像素子４２は、光学系４１により結像された光を光電変換し、その結果得られる画像
信号を、信号処理IC４３に出力する。なお、撮像素子４２としては、例えば、CCD(Charge
 Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子を採
用することができる。
【００５４】
　信号処理IC４３は、撮像素子４２からの画像信号に所定の画像処理を施し、画像処理後
の画像信号を表す撮像画像を、ユーザ識別部６１、位置算出部６２、及び表示制御部６６
に供給する。
【００５５】
　ユーザ識別部６１は、撮像部２２aからの撮像画像に基づいて、被写体としてのユーザ
を識別する。
【００５６】
　すなわち、例えば、ユーザ識別部６１は、撮像部２２aからの撮像画像から、ユーザの
顔等を検出し、その検出結果に基づいて、ユーザを識別する。そして、ユーザ識別部６１
は、その識別結果を、判定部６３に供給する。
【００５７】
　なお、ユーザの顔等の検出方法としては、例えば、撮像画像の全領域のうち、肌色の部
分を、ユーザの顔として検出する方法を採用することができる。
【００５８】
　位置算出部６２は、撮像部２２aからの撮像画像に基づいて、ユーザに対するLED２１b
の位置（LED位置）を算出し、判定部６３に供給する。
【００５９】
　すなわち、例えば、位置算出部６２は、撮像部２２aからの撮像画像から、肌色の領域
を、ユーザの顔として検出するとともに、予め決められた閾値以上の輝度の領域を、点灯
中のLED２１bとして検出する。なお、LED２１bは、LED位置の算出のために、測定器２１
により点灯される。
【００６０】
　そして、位置算出部６２は、ユーザの顔及びLED２１bの検出結果に基づいて、LED位置
を算出し、判定部６３に供給する。
【００６１】
　判定部６３は、メモリ６３aを内蔵している。メモリ６３aには、複数の異なるユーザ毎
に、測定位置が対応付けて記憶されている。ここで、測定位置とは、定点観測のために、
測定器２１により、同じ箇所を測定するときのLED位置を表す。測定位置としては、例え
ば、測定器２１が過去に測定したときのLED位置を採用することができる。
【００６２】
　なお、メモリ６３aには、測定位置として、１の位置の他、複数の位置を記憶させるよ
うにすることができる。
【００６３】
　すなわち、測定器２１により測定される箇所を表す測定領域が、１回の測定により測定
できる程に小さな領域である場合、その領域を測定する１の測定位置が保持される。
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【００６４】
　また、測定領域が、後述する図８に示す測定領域１２１のように、複数回の測定を必要
とする大きな領域である場合、その領域を測定する複数の測定位置が保持される。
【００６５】
　なお、測定器２１は、１のユーザのみに使用される場合、メモリ６３aには、そのユー
ザの測定位置のみが記憶されていることとなる。この場合、図２のスマートフォン２２に
おいて、ユーザ識別部６１を省略することができる。
【００６６】
　また、判定部６３は、ユーザ識別部６１からの識別結果に基づいて、内蔵するメモリ６
３aから、ユーザ識別部６１で識別されたユーザに対応付けられた測定位置を読み出す。
【００６７】
　そして、判定部６３は、位置算出部６２からのLED位置が、メモリ６３aから読み出した
測定位置と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、その旨を、出力制御部６
４に通知する。
【００６８】
　出力制御部６４は、判定部６３からの通知が行われたことに対応して、スピーカ６５を
制御し、LED位置が測定位置と一致したことを表す電子音を、スピーカ６５から出力させ
る。
【００６９】
　なお、第１の実施の形態において、図２のスマートフォン２２は、LED位置が測定位置
と一致した場合、スピーカ６５から電子音を出力することにより、その旨を、ユーザに報
知するが、報知方法は、これに限定されない。
【００７０】
　すなわち、例えば、図２のスマートフォン２２は、スピーカ６５又はLCD２２bの少なく
とも一方を用いて、LED位置が測定位置と一致した旨を、ユーザに報知することができる
。
【００７１】
　LCD２２bに、LED位置が測定位置と一致した旨を表示する場合には、表示制御部６６は
、判定部６３からの通知が行われたことに対応して、LCD２２bを制御し、LED位置が測定
位置と一致したことを表す表示を、LCD２２bに表示させる。
【００７２】
　この場合、判定部６３は、LED位置が測定位置と一致したと判定した場合、その旨を表
示制御部６６に通知するものとする。
【００７３】
　スピーカ６５は、例えば、出力制御部６４からの制御に従って、電子音を出力する。な
お、第１の実施の形態では、スマートフォン２２を例にして説明しているため、スピーカ
６５は、スマートフォン２２の一部として構成されるようにしたが、外部に設けられてい
るようにしてもよい。このことは、LCD２２bについても同様のことが言える。
【００７４】
　表示制御部６６は、撮像部２２aからの撮像画像を、LCD２２bに供給して表示させる。
これにより、LCD２２bには、図１に示したように、被写体としてのユーザとともに、測定
器２１が、撮像画像として表示される。
【００７５】
　また、例えば、表示制御部６６は、撮像部２２aからの撮像画像に、測定位置を表す位
置表示を重畳し、重畳後の撮像画像をLCD２２bに表示させるようにしてもよい。
【００７６】
　この場合、LCD２２bには、測定器２１のLED２１bと位置表示が表示される。そして、ユ
ーザは、LCD２２bの表示画面を参照しながら、測定器２１のLED２１bと位置表示が一致す
るように、測定器２１を移動させる。
【００７７】
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　このため、ユーザは、LCD２２bに位置表示が表示されない場合と比較して、より迅速に
、測定器２１による定点観測を行うことが可能となる。
【００７８】
　また、例えば、測定器２１の測定対象が、後述する図８に示す測定領域１２１のように
、複数回の測定を必要とする大きな領域である場合、表示制御部６６は、測定領域１２１
において、測定済みの箇所と、未測定の箇所を区別して表示させるようにしてもよい。
【００７９】
　この場合、ユーザは、LCD２２bを参照することにより、測定済みの箇所と、未測定の箇
所を容易に把握できるので、測定器２１による測定漏れを防止することができる。
【００８０】
　その他、例えば、表示制御部６６は、撮像部２２aからの撮像画像を無視（破棄）して
、LCD２２bには撮像画像を表示させないようにしてもよい。
【００８１】
　主制御部６７は、例えば、操作部６８からの操作信号に基づいて、撮像部２２a、ユー
ザ識別部６１、位置算出部６２、判定部６３、出力制御部６４、及び表示制御部６６を制
御する。
【００８２】
　操作部６８は、ユーザに操作される操作ボタン等であり、ユーザに操作されたことに対
応して、ユーザの操作に対応する操作信号を、主制御部６７に供給する。なお、操作部６
８は、ユーザからの接触操作を検知するタッチパネルとして、LCD２２bに設けられるよう
にしてもよい。
【００８３】
[図２のスマートフォン２２の動作説明]
　次に、図３のフローチャートを参照して、図２のスマートフォン２２が行う報知処理に
ついて説明する。
【００８４】
　この報知処理は、例えば、ユーザが、操作部６８を用いて、報知処理を実行するアプリ
ケーションを起動させるための起動操作を行ったときに開始される。
【００８５】
　このとき、操作部６８は、ユーザの起動操作に対応する操作信号を、主制御部６７に供
給する。主制御部６７は、操作部６８からの操作信号に基づいて、撮像部２２a、ユーザ
識別部６１、位置算出部６２、判定部６３、出力制御部６４、及び表示制御部６６を制御
する。
【００８６】
　なお、検知処理の実行時には、LED２１bは点灯中であるものとする。
【００８７】
　ステップＳ２１では、撮像部２２aは、主制御部６７からの制御に従って、ユーザ及びL
ED２１bを撮像し、その撮像により得られる撮像画像を、ユーザ識別部６１、位置算出部
６２、及び表示制御部６６に供給する。
【００８８】
　ステップＳ２２では、ユーザ識別部６１は、撮像部２２aからの撮像画像に基づいて、
被写体としてのユーザを識別し、その識別結果を判定部６３に供給する。
【００８９】
　ステップＳ２３では、位置算出部６２は、撮像部２２aからの撮像画像に基づいて、ユ
ーザに対するLED２１bの位置を、LED位置として算出し、判定部６３に供給する。
【００９０】
　ステップＳ２４では、判定部６３は、ユーザ識別部６１からの識別結果に基づいて、内
蔵するメモリ６３aから、ステップＳ２２の処理で識別されたユーザに対応付けられた測
定位置を読み出す。
【００９１】
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　そして、判定部６３は、位置算出部６２からのLED位置が、メモリ６３aから読み出した
測定位置と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、その旨を、出力制御部６
４に通知して、処理をステップＳ２５に進める。
【００９２】
　ステップＳ２５では、出力制御部６４は、判定部６３からの通知が行われたことに対応
して、スピーカ６５を制御し、LED位置が測定位置と一致したことを表す電子音を、スピ
ーカ６５から出力させる。
【００９３】
　なお、ステップＳ２４において、判定部６３は、位置算出部６２からのLED位置が、メ
モリ６３aから読み出した測定位置と一致しないと判定した場合、ステップＳ２５をスキ
ップして処理をステップＳ２６に進める。
【００９４】
　ステップＳ２６では、表示制御部６６は、撮像部２２aからの撮像画像を、LCD２２bに
供給して表示させる。これにより、LCD２２bには、図１に示したように、被写体としての
ユーザとともに、測定器２１が、撮像画像として表示される。
【００９５】
　ステップＳ２７では、撮像部２２aは、ステップＳ２１の場合と同様にして、ユーザ、
及び測定器２１のLED２１bを撮像し、その撮像により得られる撮像画像を、ユーザ識別部
６１、位置算出部６２、及び表示制御部６６に供給する。その後、処理は、ステップＳ２
３に戻り、それ以降、同様の処理が行われる。
【００９６】
　なお、この報知処理は、例えば、ユーザが、操作部６８を用いて、報知処理を実行する
アプリケーションを中止する操作を行ったときに終了される。
【００９７】
　以上説明したように、報知処理によれば、例えば、LED位置が測定位置と一致した場合
、出力制御部６４は、スピーカ６５を制御して、その旨を表す電子音を出力させるように
した。
【００９８】
　このため、ユーザは、スピーカ６５からの電子音により、LED位置が測定位置と一致し
たことを容易に認識することができる。
【００９９】
　したがって、ユーザは、スピーカ６５から電子音が出力されたときに、測定器２１に測
定を行わせるための測定ボタン（図示せず）を押下することにより、測定器２１に、ユー
ザの顔の同じ箇所から、肌データを繰り返し測定させることができる。
【０１００】
　よって、ユーザは、測定器２１を用いて、ユーザの顔の同じ箇所を、定点観測すること
が可能となる。
【０１０１】
　また、ユーザは、スピーカ６５から電子音が出力されたときのみ、測定器２１に肌の測
定を行わせればよいので、測定器２１に常に肌の測定を行わせる場合と比較して、消費電
力を抑制することができる。
【０１０２】
　ところで、第１の実施の形態において、報知処理の実行時には、LED２１bを常に点灯さ
せておくようにしたが、例えば、測定器２１は、肌データの測定を開始するとき等には、
その旨を表す点滅パターンで、LED２１bを点滅させるように構成することができる。
【０１０３】
　この場合、スマートフォン２２は、撮像部２２aから得られる撮像画像内のLED２１bの
点灯又は消灯に基づいて、LED２１bの点滅パターンを検知し、検知した点滅パターンが表
す測定器２１の状態を、LCD２２bに表示する状態表示処理を行う。この状態表示処理は、
第２の実施の形態として、図４及び図５を参照して詳述する。
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【０１０４】
　ここで、測定器２１の状態としては、例えば、測定の進捗状態や、測定器２１が内蔵す
るカメラ２１aの撮像状態等を採用することができる。
【０１０５】
　なお、測定の進捗状態としては、例えば、測定を開始しようとしていることを示す状態
、肌データを測定中であることを示す状態、測定を終了しようとしていることを示す状態
等が考えられる。
【０１０６】
　また、カメラ２１aの撮像状態としては、例えば、カメラ２１aが複数の動作モードで動
作する場合、肌に可視光を照射した状態で撮像を行う動作モードであることを表す状態や
、赤外線を照射した状態で撮像を行う動作モードであることを表す状態等が考えられる。
【０１０７】
＜２．第２の実施の形態＞
[スマートフォン２２の構成例]
　次に、図４は、状態表示が重畳された撮像画像を表示できるようにしたスマートフォン
２２の構成例を示している。
【０１０８】
　なお、図４のスマートフォン２２において、図２の場合と同様に構成される部分につい
ては同一の符号を付すようにしているので、それらの説明は、以下、適宜省略する。
【０１０９】
　すなわち、図４のスマートフォン２２では、図２の表示制御部６６に代えて、パターン
検知部８１、状態識別部８２、及び表示制御部８３が設けられている他は、図２の場合と
同様に構成される。
【０１１０】
　パターン検知部８１には、撮像部２２aから撮像画像が供給される。パターン検知部８
１は、撮像画像２２aから供給される撮像画像に基づいて、LED２１bの点灯又は消灯の一
方を検知する。
【０１１１】
　すなわち、例えば、パターン検知部８１は、撮像画像２２aからの撮像画像の各輝度の
うち、予め決められた閾値以上の輝度が存在する場合、LED２１bの点灯を検知し、閾値以
上の輝度が存在しない場合、LED２１bの消灯を検知する。
【０１１２】
　そして、パターン検知部８１は、撮像部２２aから供給される各撮像画像により得られ
た複数の検知結果を、LED２１bの点滅パターンとして、撮像画像とともに、状態識別部８
２に供給する。
【０１１３】
　状態識別部８２は、パターン検知部８１からの点滅パターンに基づいて、測定器２１の
状態を識別し、その識別結果を、パターン検知部８１からの撮像画像とともに、表示制御
部８３に供給する。
【０１１４】
　すなわち、例えば、状態識別部８２は、パターン検知部８１からの点滅パターンが、測
定器２１の状態を表す状態パターンと一致するか否かを判定する。
【０１１５】
　そして、状態識別部８２は、点滅パターンが状態パターンと一致しないと判定した場合
、パターン検知部８１からの撮像画像のみを、表示制御部８３に供給する。
【０１１６】
　また、状態識別部８２は、点滅パターンが状態パターンと一致すると判定した場合、そ
の状態パターンが表す状態を、測定器２１の状態として識別し、その識別結果を、パター
ン検知部８１からの撮像画像とともに、表示制御部８３に供給する。
【０１１７】
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　なお、状態識別部８２は、図示せぬ内蔵のメモリに、複数の異なる状態パターンを予め
保持しているものとする。
【０１１８】
　表示制御部８３は、図２の表示制御部６６と同様に、状態識別部８２からの撮像画像を
、LCD２２bに供給して表示させる。
【０１１９】
　また、表示制御部８３は、状態識別部８２から、測定器２１の状態を表す識別結果が供
給された場合、その識別結果に基づいて、状態識別部８２からの撮像画像に、測定器２１
の状態を表す状態表示を重畳する。
【０１２０】
　そして、表示制御部８３は、状態表示を重畳後の撮像画像を、LCD２２bに供給して表示
させる。
【０１２１】
[図４のスマートフォン２２の動作説明]
　次に、図５のフローチャートを参照して、図４のスマートフォン２２が行う状態表示処
理について説明する。
【０１２２】
　なお、図４のスマートフォン２２では、図３のステップＳ２６の処理に代えて、状態表
示処理を行う以外は、図２のスマートフォン２２が行う報知処理と同様の処理を行う。こ
のため、図５のフローチャートでは、状態表示処理のみを説明することとする。
【０１２３】
　ステップＳ４１では、パターン検知部８１は、撮像画像２２aから供給される撮像画像
に基づいて、LED２１bの点灯又は消灯の一方を検知する。
【０１２４】
　すなわち、例えば、パターン検知部８１は、撮像画像２２aからの撮像画像の各輝度の
うち、予め決められた閾値以上の輝度が存在する場合、LED２１bの点灯を検知し、閾値以
上の輝度が存在しない場合、LED２１bの消灯を検知する。
【０１２５】
　そして、パターン検知部８１は、撮像部２２aから供給される各撮像画像により得られ
た複数の検知結果を、LED２１bの点滅パターンとして、撮像画像とともに、状態識別部８
２に供給する。
【０１２６】
　ステップＳ４２では、状態識別部８２は、パターン検知部８１からの点滅パターンが、
測定器２１の状態を表す状態パターンと一致するか否かを判定する。
【０１２７】
　そして、状態識別部８２は、点滅パターンが状態パターンと一致しないと判定した場合
、パターン検知部８１からの撮像画像のみを、表示制御部８３に供給して、処理をステッ
プＳ４３に進める。
【０１２８】
　ステップＳ４３では、表示制御部８３は、状態識別部８２からの撮像画像を、LCD２２b
に供給してそのまま表示させ、状態表示処理は終了する。
【０１２９】
　また、ステップＳ４２において、状態識別部８２は、点滅パターンが状態パターンと一
致すると判定した場合、処理をステップＳ４４に進め、その状態パターンが表す状態を、
測定器２１の状態として識別する。
【０１３０】
　そして、状態識別部８２は、その識別結果を、パターン検知部８１からの撮像画像とと
もに、表示制御部８３に供給して、処理をステップＳ４５に進める。
【０１３１】
　ステップＳ４５では、表示制御部８３は、状態識別部８２からの、測定器２１の状態を
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表す識別結果に基づいて、同じく状態識別部８２からの撮像画像に、測定器２１の状態を
表す状態表示を重畳する。
【０１３２】
　そして、表示制御部８３は、状態表示を重畳後の撮像画像を、LCD２２bに供給して表示
させ、状態表示処理は終了する。
【０１３３】
　以上説明したように、状態表示処理によれば、表示制御部８３は、測定器２１のLED２
１bの点滅パターンに基づいて、測定器２１の状態を、LCD２２bに表示させるようにした
。
【０１３４】
　このため、ユーザは、図４のスマートフォン２２のLCD２２bを参照することにより、測
定器２１の状態（例えば、測定器２１が測定中である状態など）を容易に把握することが
可能となる。
【０１３５】
　なお、スマートフォン２２は、LED位置が測定位置であると判定した場合、測定器２１
を制御して、測定器２１に肌の測定を行わせる測定制御処理を行うように構成することが
できる。この測定制御処理は、第３の実施の形態として、図６及び図７を参照して詳述す
る。
【０１３６】
＜３．第３の実施の形態＞
[スマートフォン２２の構成例]
　次に、図６は、測定器２１を制御して、肌データの測定を行わせるようにしたスマート
フォン２２の構成例を示している。
【０１３７】
　なお、図６のスマートフォン２２において、図２の場合と同様に構成される部分につい
ては同一の符号を付すようにしているので、それらの説明は、以下、適宜省略する。
【０１３８】
　すなわち、図６のスマートフォン２２では、新たに通信制御部１０１、通信部１０２、
及びデータ記憶部１０３が設けられている他は、図２の場合と同様に構成される。
【０１３９】
　また、第３の実施の形態では、図６の表示制御部６６を、図４のパターン検知部８１、
状態識別部８２、及び表示制御部８３とするように構成することができる。
【０１４０】
　すなわち、第３の実施の形態において、図６のスマートフォン２２は、図６に示した構
成により、LED位置と測定位置が一致した場合、図２のスマートフォン２２と同様の報知
処理、又は測定制御処理の少なくとも一方を行うことができる。
【０１４１】
　さらに、図６の表示制御部６６を、図４のパターン検知部８１乃至表示制御部８３とす
れば、図６のスマートフォン２２は、LED位置と測定位置が一致した場合、図４のスマー
トフォン２２と同様の報知処理、又は測定制御処理の少なくとも一方を行うことができる
。
【０１４２】
　また、図６において、測定器２１には、カメラ２１a及びLED２１bの他、スマートフォ
ン２２と無線通信を行う通信部２１cが設けられているものとする。
【０１４３】
　なお、第３の実施の形態では、測定器２１とスマートフォン２２の間で無線通信を行う
ものとして説明するが、測定器２１とスマートフォン２２をケーブルで接続し、そのケー
ブルを介して通信を行うようにしてもよい。
【０１４４】
　通信制御部１０１は、通信部１０２を制御して、測定器２１との間で、Wi-Fi(商標)やB
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luetooth(登録商標)等の無線通信により、データを通信する。
【０１４５】
　すなわち、例えば、通信制御部１０１は、通信部１０２を制御して、測定器２１に制御
信号を送信し、測定器２１から肌データ（例えば、肌画像）を受信する。
【０１４６】
　具体的には、例えば、通信制御部１０１は、ユーザ識別部６１からの通知や、判定部６
３からの通知が行われたことに対応して、測定器２１を制御するための制御信号を、通信
部１０２に供給して送信させる。
【０１４７】
　なお、ユーザ識別部６１は、被写体としてのユーザを識別した場合、その旨の通知を、
通信制御部１０１に行い、判定部６３は、LED位置が測定位置に一致したと判定した場合
、その旨の通知を、通信制御部１０１に行うものとする。
【０１４８】
　ここで、制御信号としては、例えば、LED２１bの点灯を指示する点灯指示信号や、LED
２１bの消灯を指示する消灯指示信号、及び測定器２１による測定を指示する測定指示信
号等を採用することができる。
【０１４９】
　また例えば、通信制御部１０１は、通信部１０２を介して、測定器２１からの肌データ
として、例えば肌画像を受信し、判定部６３からのLED位置に対応付けた形で、データ記
憶部１０３に記憶させる。
【０１５０】
　なお、判定部６３は、位置算出部６２からのLED位置を、通信制御部１０１に供給する
ものとする。
【０１５１】
　また、データ記憶部１０３に記憶された肌画像は、例えば、ユーザの肌の状態を判別す
るための解析ソフト等により解析される。この解析ソフト等は、例えば、操作部６８を用
いたユーザの操作に応じて、主制御部６７により実行される。解析ソフト等により解析さ
れた解析結果は、例えばLCD２２bに表示させることができる。
【０１５２】
　通信部１０２は、通信制御部１０１からの制御に従って、通信制御部１０１からの制御
信号等を、無線通信により、測定器２１に送信するとともに、測定器２１からの肌画像等
を受信し、通信制御部１０１に供給する。
【０１５３】
　データ記憶部１０３は、通信制御部１０１からの、LED位置に対応付けられた肌画像を
、記憶（保持）する。
【０１５４】
[図６のスマートフォン２２の動作説明]
　次に、図７のフローチャートを参照して、図６のスマートフォン２２が行う測定制御処
理について説明する。
【０１５５】
　なお、図６のスマートフォン２２は、図２のスマートフォン２２と同様の報知処理を行
う他、図２のスマートフォン２２とは異なる処理として、測定制御処理を行う。
【０１５６】
　ステップＳ６１では、通信制御部１０１は、ユーザ識別部６１からの、ユーザを識別し
た旨の通知が行なわれるのを待って、処理をステップＳ６２に進める。
【０１５７】
　ステップＳ６２では、通信制御部１０１は、通信部１０２を介して、測定器２１を制御
し、測定器２１のLED２１bを点灯させる。
【０１５８】
　すなわち、例えば、通信制御部１０１は、測定器２１のLED２１bの点灯を指示する点灯
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指示信号を、通信部１０２に供給する。そして、通信制御部１０１は、通信部１０２を制
御して、点灯指示信号を、通信部１０２から測定器２１に送信させる。
【０１５９】
　これにより、測定器２１において、通信部２１cは、通信部１０２からの点灯指示信号
を受信する。そして、測定器２１の図示せぬ制御部は、通信部２１cで受信された点灯指
示信号に基づいて、LED２１bを制御して点灯させる。
【０１６０】
　ステップＳ６３では、通信制御部１０１は、判定部６３からの、LED位置と測定位置が
一致した旨の通知が行われるのを待って、処理をステップＳ６４に進める。
【０１６１】
　ステップＳ６４では、通信制御部１０１は、通信部１０２を介して、測定器２１を制御
し、例えば肌画像の測定を行わせる。
【０１６２】
　すなわち、例えば、通信制御部１０１は、測定器２１に測定を指示する測定指示信号を
、通信部１０２に供給する。そして、通信制御部１０１は、通信部１０２を制御して、測
定指示信号を、通信部１０２から測定器２１に送信させる。
【０１６３】
　これにより、測定器２１において、通信部２１cは、通信部１０２からの測定指示信号
を受信する。そして、測定器２１の図示せぬ制御部は、通信部２１cで受信された測定指
示信号に基づいて、カメラ２１aを制御してユーザの肌の撮像を行わせ、その撮像により
得られる肌画像を、通信部２１cを介して、通信部１０２に送信させる。
【０１６４】
　ステップＳ６５では、通信部１０２は、測定器２１の通信部２１cからの肌画像を受信
し、通信制御部１０１に供給する。
【０１６５】
　ステップＳ６６では、通信制御部１０１は、通信部１０２からの肌画像を、判定部６３
からのLED位置に対応付けて、例えばデータ記憶部１０３に記憶する。なお、判定部６３
から通信制御部１０１には、位置算出部６２から出力されるLED位置が供給される。
【０１６６】
　ここで、データ記憶部１０３に記憶された肌画像は、例えば、ユーザの肌の状態を判別
するための解析ソフト等により解析される。そして、その解析結果は、例えばLCD２２bに
表示させることができる。
【０１６７】
　ステップＳ６７では、通信制御部１０１は、通信部１０２を介して、測定器２１を制御
し、測定器２１のLED２１bを消灯させる。
【０１６８】
　すなわち、例えば、通信制御部１０１は、測定器２１のLED２１bの消灯を指示する消灯
指示信号を、通信部１０２に供給する。そして、通信制御部１０１は、通信部１０２を制
御して、消灯指示信号を、通信部１０２から測定器２１に送信させる。
【０１６９】
　これにより、測定器２１において、通信部２１cは、通信部１０２からの消灯指示信号
を受信する。そして、測定器２１の図示せぬ制御部は、通信部２１cで受信された消灯指
示信号に基づいて、LED２１bを制御して消灯させる。以上で測定制御処理は終了される。
【０１７０】
　以上説明したように、測定制御処理によれば、通信制御部１０１は、LED位置が測定位
置と一致した場合、通信部１０２を介して、測定器２１を制御し、測定器２１に肌画像の
測定を行わせるようにした。
【０１７１】
　このため、ユーザは、測定器２１に測定を行わせるための測定ボタン（図示せず）を押
下する手間を省くことができ、測定器２１に、ユーザの顔の同じ箇所から、肌データとし
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ての例えば肌画像を、繰り返し測定させることができる。
【０１７２】
　測定器２１は、測定位置と一致するLED位置で、肌データの測定を行うようにした。し
かしながら、測定器２１は、例えば、ユーザの肌に接近された状態で移動しながら、複数
の異なる測定位置毎に、肌データの測定を行うようにすることができる。
【０１７３】
　すなわち、例えば、測定器２１において、内蔵のカメラ２１aは、複数の異なる測定位
置毎に撮像を行うことにより、肌データとしての複数の肌画像を測定することができる。
【０１７４】
　次に、図８は、測定器２１が、ユーザの肌に接近された状態で移動しながら、複数の異
なる測定位置毎に、肌画像の測定を行うときの様子の一例を示している。
【０１７５】
　なお、図８Aにおいて、測定領域１２１は、測定器２１により測定される領域を表し、
肌画像１２１a乃至１２１iは、測定領域１２１を対象とした測定により得られる肌画像の
一例を表している。
【０１７６】
　また、図８Aにおいて、軌跡２１b'は、測定領域１２１内において、測定器２１の測定
時に、LED２１bが移動した軌跡を表している。
【０１７７】
　さらに、図８Bにおいて、全体肌画像１２１'は、測定領域１２１を撮像したときに得ら
れる画像を表している。この全体肌画像１２１'は、例えば、図８Aに示される肌画像１２
１a乃至１２１iをそれぞれつなぎ合わせることにより生成される。
【０１７８】
　ユーザは、LED２１bが軌跡２１b'を描くように、測定器２１を移動させる。この場合、
測定器２１は、例えば、図６のスマートフォン２２からの制御に従って、軌跡２１b'上の
各測定位置で肌画像１２１a乃至１２１iの測定を行う。また、図６のスマートフォン２２
において、出力制御部６４は、スピーカ６５を制御して、軌跡２１b'上の各測定位置で、
電子音を出力させるようにしてもよい。
【０１７９】
　なお、図８では、ユーザは、LED２１bが軌跡２１b'を描くように、測定器２１を移動さ
せるものとした。しかし、軌跡２１b'は、これに限定されず、測定器２１が、肌画像１２
１a乃至１２１iを測定可能な軌跡であればよく、過去の測定時の軌跡と同一である必要は
ない。すなわち、軌跡２１b'の開始位置や終了位置等は、過去の測定時の軌跡と異なって
いてもよい。
【０１８０】
　測定器２１は、測定により得られた肌画像１２１a乃至１２１iを、図６のスマートフォ
ン２２に送信する。
【０１８１】
　図６のスマートフォン２２は、測定器２１からの肌画像１２１a乃至１２１iを受信し、
受信した肌画像１２１a乃至１２１iに基づいて、図８Bに示されるような全体肌画像１２
１'を生成する。
【０１８２】
[全体肌画像を生成するときの図６のスマートフォン２２の動作説明]
　次に、図９のフローチャートを参照して、図６のスマートフォン２２が、肌画像１２１
a乃至１２１iを合成して全体肌画像１２１'を生成する画像合成処理を説明する。
【０１８３】
　ステップＳ８１乃至ステップＳ８６では、図７のステップＳ６１乃至ステップＳ６６と
同様の処理が行われる。
【０１８４】
　ステップＳ８７では、通信制御部１０１は、例えば、データ記憶部１０３に保持済みの
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肌画像に対応付けられたLED位置に基づいて、軌跡２１b'上の各測定位置で得られる肌画
像の全てが測定されたか否かを判定する。
【０１８５】
　そして、ステップＳ８７では、通信制御部１０１は、データ記憶部１０３に保持済みの
肌画像に対応付けられたLED位置に基づいて、軌跡２１b'上の各測定位置で得られる肌画
像の全てがまだ測定されていないと判定した場合、処理をステップＳ８３に戻す。
【０１８６】
　ステップＳ８３では、通信制御部１０１は、LED位置が、軌跡２１b'上の各測定位置の
うち、肌画像の測定がまだ行われていない測定位置と一致した旨の通知を、判定部６３か
ら受けたか否かを判定する。
【０１８７】
　そして、通信制御部１０１は、判定部６３からの通知を受けたと判定するまで、ステッ
プＳ８３の処理を繰り返し、判定部６３からの通知を受けたと判定した場合、処理をステ
ップＳ８４に進め、それ以降、同様の処理が行われる。
【０１８８】
　また、ステップＳ８７では、通信制御部１０１は、データ記憶部１０３に保持済みの肌
画像に対応付けられたLED位置に基づいて、軌跡２１b'上の各測定位置で得られる肌画像
の全てが測定されたと判定した場合、処理をステップＳ８８に進める。
【０１８９】
　ステップＳ８８では、通信制御部１０１は、ステップＳ８３乃至ステップＳ８７の処理
を繰り返すことにより、データ記憶部１０３に記憶された肌画像１２１a乃至１２１iを、
データ記憶部１０３から読み出す。
【０１９０】
　そして、通信制御部１０１は、読み出した肌画像１２１a乃至１２１iに基づいて、測定
領域１２１に対応する全体肌画像１２１'を生成し、データ記憶部１０３に供給して記憶
させる。
【０１９１】
　ステップＳ８９では、図７のステップＳ６７と同様の処理が行われ、画像合成処理は終
了する。
【０１９２】
　以上説明したように、画像合成処理によれば、通信制御部１０１は、軌跡２１b'上の各
測定位置で得られた肌画像１２１a乃至１２１iに基づいて、測定領域１２１に対応する全
体肌画像１２１'を生成するようにした。
【０１９３】
　このため、画像合成処理によれば、図６のスマートフォン２２は、１回の測定では取得
できない、測定領域１２１に対応する全体肌画像１２１'も取得することが可能となる。
【０１９４】
　また例えば、図６のスマートフォン２２において、撮像部２２aからの撮像画像に基づ
いて、測定位置までの距離を測定する距離測定部を設けるようにすれば、肌画像１２１a
乃至１２１iそれぞれの奥行き方向の位置（奥行き情報）も得ることができる。
【０１９５】
　この場合、図６のスマートフォン２２は、肌画像１２１a乃至１２１iと奥行き情報に基
づいて、奥行き情報を有する３次元画像としての全体肌画像１２１'を生成することがで
きる。
【０１９６】
　すなわち、例えば、図６のスマートフォン２２は、２次元位置としての測定位置と、奥
行き方向の位置としての奥行き情報により、肌画像１２１a乃至１２１iそれぞれの３次元
位置を算出できる。
【０１９７】
　このため、図６のスマートフォン２２は、算出した肌画像１２１a乃至１２１iそれぞれ
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の３次元位置に、対応する肌画像をマッピングすることにより、立体的な全体肌画像１２
１'を生成して、例えばLCD２２bに表示させることができる。
【０１９８】
　なお、距離測定部は、例えば、撮像部２２aから出力される撮像画像内のLED２１bの明
るさ（輝度）や大きさに応じて、距離を測定することができる。これは、測定器２１のLE
D２１bが、図６のスマートフォン２２に近い程に、撮像画像内において、LED２１bは、高
輝度となるとともに大きく表示されることを利用している。
【０１９９】
　また、距離測定部としては、例えば、撮像画像の各画素に表示されたものまでの距離を
それぞれ表す距離画像を生成する距離画像生成部を採用することができる。
【０２００】
　距離画像生成部は、例えば、視差が設けられた複数のカメラを用いるステレオカメラ法
や、カメラとレーザスリット光を用いた光切断法等により、距離画像を生成する。
【０２０１】
　また例えば、距離画像生成部は、Time of Flightカメラや、Time of Flightカメラと同
様の原理で距離を測定するレーザレンジファインダを用いて、距離画像を生成するように
してもよい。
【０２０２】
　ここで、Time of Flightカメラとは、光を照射する光源部を有し、光源部からの光が反
射して受光されるまでの光の飛行時間(Time of Flight)と、光の速さに基づいて、距離を
測定するカメラをいう。
【０２０３】
＜４．変形例＞
[測定器２１の変形例]
　測定器２１は、肌データの測定として、内蔵のカメラ２１aを用いた肌画像の撮像を行
うようにした。
【０２０４】
　しかしながら、測定器２１において、異なる波長の光を照射する照射部を設けるように
し、照射部が、順次、異なる波長の光を肌に照射するようにしてもよい。そして、カメラ
２１aは、異なる波長の光が照射される毎に、肌の撮像を行うようにしてもよい。
【０２０５】
　この場合、測定器２１は、カメラ２１aを用いることにより、波長毎に異なる肌画像と
して、肌の表皮が写った肌画像や、肌の真皮が写った肌画像、肌の血管が写った肌画像等
を測定することとなる。
【０２０６】
　これは、肌を構成する表皮、真皮、及び血管等において、光の反射率が、波長毎に異な
ることによる。すなわち、例えば、肌の表皮の反射率が高く、肌の真皮や血管等の反射率
が低い波長の光を照射部が照射すれば、測定器２１は、カメラ２１aの撮像により、肌の
表皮（のみ）が写った肌画像を測定することができる。
【０２０７】
　このため、測定器２１では、肌の様々な状態を判別するための複数の肌画像を測定する
ことができるようになる。
【０２０８】
　なお、測定器２１に照射部を設ける場合、肌画像の測定方法として、例えば、照射部と
カメラ２１aを順番に駆動させる第１の測定方法と、照射部とカメラ２１aを並行して駆動
させる第２の測定方法が考えられる。
【０２０９】
　すなわち、例えば、第１の測定方法では、照射部が、第１の波長の光を照射し、カメラ
２１aが、第１の波長の光が照射されている肌の撮像を行う。
【０２１０】
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　次に、照射部は、第１の波長の光の照射を終了した後、第１の波長とは異なる第２の波
長の光を照射し、カメラ２１aは、第２の波長の光が照射されている肌の撮像を行う。
【０２１１】
　これにより、カメラ２１aは、第１の波長の光が照射されている肌の肌画像と、第２の
波長の光が照射されている肌の肌画像を得ることができる。
【０２１２】
　なお、測定器２１が測定領域１２１を測定する場合、カメラ２１aが、測定領域１２１
内の肌画像１２１a乃至１２１iの撮像を終了するまでの間、照射部は第１の波長の光を照
射し続けることとなる。
【０２１３】
　また、カメラ２１aが、肌画像１２１a乃至１２１iを撮像し終えた後、照射部は、第１
の波長の光の照射を終了し、第２の波長の光の照射を開始する。そして、カメラ２１aが
、測定領域１２１内の肌画像１２１a乃至１２１iの撮像を終了するまでの間、照射部は第
２の波長の光を照射し続けることとなる。
【０２１４】
　これにより、カメラ２１aは、第１の波長の光が照射されている肌の肌画像１２１a乃至
１２１iと、第２の波長の光が照射されている肌の肌画像１２１a乃至１２１iを得ること
ができる。
【０２１５】
　また、例えば、第２の測定方法では、照射部が、順次、異なる波長の光を肌に照射する
。このとき、カメラ２１aは、照射部による照射と並行して撮像を行う。
【０２１６】
　これにより、カメラ２１aは、異なる波長毎の肌画像を、それぞれ取得することができ
る。
【０２１７】
　なお、測定器２１が測定領域１２１を測定する場合、異なる波長毎に、肌画像１２１a
乃至１２１iが得られる速さで、ユーザは、測定器２１を移動させる必要がある。
【０２１８】
　このため、例えば、スマートフォン２２は、ユーザによる測定器２１の移動が速すぎる
場合、その旨をユーザに報知して、測定器２１の速さを調整させるようにすることが望ま
しい。なお、ユーザへの報知には、スピーカ６５やLCD２２bが用いられる。
【０２１９】
　また、測定器２１の速さは、LED位置の変化、又は測定器２１の動きに関する動き情報
の少なくとも一方に基づき、スマートフォン２２により算出される。
【０２２０】
　ここで、動き情報としては、測定器２１の加速度や角速度等を採用することができる。
なお、スマートフォン２２が、測定器２１の加速度や角速度等に基づいて、測定器２１の
速さを識別する場合、測定器２１には、測定器２１の加速度や角速度等をセンシングする
各種のセンサ（例えば、加速度センサや角速度センサ（ジャイロセンサ））が設けられる
。
【０２２１】
　そして、測定器２１は、適宜、各種のセンサから得られるセンシング結果を、スマート
フォン２２に送信する。スマートフォン２２は、測定器２１からのセンシング結果に基づ
いて、測定器２１の速さを識別し、識別した速さが、所定の速さ以上である場合に、測定
器２１の移動が速すぎる旨等を、LCD２２bに表示するなどして、ユーザに報知する。
【０２２２】
　また、スマートフォン２２は、測定器２１からのセンシング結果に基づいて、測定器２
１（カメラ２１a）の傾き（撮像方向）を識別できる。
【０２２３】
　このため、スマートフォン２２は、カメラ２１aの傾きが、現在のLED位置に応じた傾き
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（例えば、カメラ２１aの光軸が、肌の表面と垂直に交わるときの傾き）となっているか
否かを判定することができる。
【０２２４】
　そして、スマートフォン２２は、カメラ２１aの傾きが、LED位置に応じた傾きとなって
いないと判定した場合、カメラ２１aの傾きを、LED位置に応じた傾きに修正することを指
示する旨を、LCD２２b等に表示することにより、ユーザに報知することができる。
【０２２５】
　よって、ユーザは、スマートフォン２２のLCD２２bを参照しながら、カメラ２１aの傾
きを、LED位置に応じた傾きに修正できるので、肌画像の撮像に失敗する事態を防止する
ことが可能となる。
【０２２６】
　なお、上述のように、スマートフォン２２は、測定器２１からのセンシング結果に基づ
き、カメラ２１aの傾きを識別するようにしたが、撮像部２２aから出力される撮像画像に
基づいて、カメラ２１aの傾きを識別するようにしてもよい。
【０２２７】
　この場合、測定器２１の筐体には、LED２１bに代えて、２次元バーコード等の図形が、
マーカとして設けられているものとする。そして、スマートフォン２２は、撮像部２２a
から出力される撮像画像内の図形の形状（例えば、図形の歪み等）に基づいて、カメラ２
１aの傾きを識別する。
【０２２８】
　なお、測定器２１に設けられるマーカは、２次元バーコード等の図形に限定されず、カ
メラ２１aの傾きを識別するためのマーカであれば、どのようなマーカを採用してもよい
。すなわち、例えば、２次元バーコード等の図形に代えて、測定器２１の上下左右にそれ
ぞれLEDを設けるようにしてもよい。
【０２２９】
　また、スマートフォン２２は、測定器２１からのセンシング結果と、撮像部２２aから
出力される撮像画像内の図形の形状の両方に基づいて、カメラ２１aの傾きを識別するよ
うにしてもよい。この場合、スマートフォン２２は、カメラ２１aの傾きを、より精度良
く識別することができる。
【０２３０】
　次に、図１０乃至図１４を参照して、測定器２１の他の一例について説明する。
【０２３１】
　図１０は、スマートフォン２２に着脱自在とされたジャケット型の測定器２１'の一例
を示している。
【０２３２】
　この測定器２１'は、例えば、図１０に示されるように、スマートフォン２２の側面を
覆うようにして、スマートフォン２２に装着可能な形状を有する。なお、測定器２１'の
形状は、図１０に示される形状に限定されず、スマートフォン２２に着脱自在であれば、
どのような形状であってもよい。
【０２３３】
　また、測定器２１'には、カメラ２１a、LED２１b、通信部２１c、及び充電用コネクタ
２１dが設けられている。なお、カメラ２１a乃至通信部２１cは、図６のカメラ２１a乃至
通信部２１cと同様に構成されているため、同一の符号を付すようにして説明を省略して
いる。
【０２３４】
　充電用コネクタ２１dは、測定器２１'に内蔵された図示せぬバッテリの充電用に設けら
れたコネクタである。
【０２３５】
　測定器２１'は、例えば、図１０に示されるような、スマートフォン２２から取り外さ
れた状態で、図１に示した測定器２１と同様にして、ユーザの肌データを測定する。
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【０２３６】
　なお、スマートフォン２２では、測定器２１'が取り外されたことに対応して、図３の
報知処理や、図５の状態表示処理、図７の測定制御処理、図９の画像合成処理等を行うた
めのアプリケーションを起動するように構成することができる。
【０２３７】
　次に、図１１は、測定器２１'が、スマートフォン２２に装着されたときの一例を示し
ている。
【０２３８】
　測定器２１'がスマートフォン２２に取り付けられたとき、測定器２１'の充電用コネク
タ２１dは、図１１に示されるように、スマートフォン２２の給電用コネクタ２２cと物理
的に接続される。
【０２３９】
　給電用コネクタ２２cは、測定器２１'への給電用に設けられたコネクタであり、物理的
に接続された充電用コネクタ２１dに、スマートフォン２２の図示せぬ給電部からの電力
を供給する。
【０２４０】
　なお、スマートフォン２２において、図示せぬ給電部は、スマートフォン２２の図示せ
ぬバッテリから電力、又はスマートフォン２２の充電に用いる充電器からの電力の少なく
とも一方を、給電用コネクタ２２cに供給する。
【０２４１】
　充電用コネクタ２１dは、給電用コネクタ２２cからの電力を、測定器２１'の図示せぬ
内蔵のバッテリに供給して充電を行う。
【０２４２】
　図１１に示されるように、スマートフォン２２に着脱自在なジャケット型の測定器２１
'を採用する場合、スマートフォン２２を携帯して外出すれば、必然的に測定器２１'も持
ち出すこととなるので、測定器２１'を家等に忘れる事態等を防止することが可能となる
。
【０２４３】
　このため、ユーザは、外出先などでも、測定器２１'を用いて、肌の定点観測を行うこ
とができる。
【０２４４】
　さらに、測定器２１'は、スマートフォン２２に取り付けられ、スマートフォン２２と
一体的に構成されるため、比較的、煩わしさを感じることなく、測定器２１'及びスマー
トフォン２２を持ち出すことができる。
【０２４５】
　また、スマートフォン２２は、電子メールの送受信や電話の使用の他、肌の測定時にも
用いられる。このため、ユーザは、スマートフォン２２とは別に、ユーザとLED２１bを撮
像して得られる撮像画像を表示する専用の表示装置等を、外出先に持っていく必要がない
。
【０２４６】
　さらに測定器２１'は、スマートフォン２２に取り付けられている場合、スマートフォ
ン２２の図示せぬ内蔵の給電部により、測定器２１'の充電が行われることとなるので、
外出先で、測定器２１'がバッテリ切れとなる事態を抑止することができる。
【０２４７】
　このため、ユーザは、測定器２１'のバッテリ切れにより、肌データの測定ができなく
なる事態を抑止することが可能となる。
【０２４８】
　なお、ユーザは、測定器２１'による肌データの測定時に、鏡を用いるようにすれば、
スマートフォン２２に測定器２１'が装着された状態でも、肌データの定点観測を行うこ
とができる。
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【０２４９】
　次に、図１２は、ジャケット型の測定器２１'がスマートフォン２２に装着された状態
で、測定器２１'に肌データの測定を行わせるときの一例を示している。
【０２５０】
　ユーザは、測定器２１'をスマートフォン２２に装着した状態で、測定器２１'に測定を
行わせる場合、図１２に示されるように、鏡に映るLCD２２bの表示内容を参照しながら、
測定器２１'を、顔に接近させた状態で移動させる。
【０２５１】
　これにより、ユーザは、図１の測定システム１の場合と同様に、スマートフォン２２の
LCD２２bに表示される表示内容（例えば、撮像部２２aの撮像により得られる撮像画像等
）を、目の前の鏡を介して参照することができる。
【０２５２】
　また、スマートフォン２２において、内蔵の撮像部２２aは、鏡に映る被写体としての
ユーザとともに、同じく鏡に映る測定器２１'のLED２１bを撮像することにより、図１の
場合と同様の撮像画像を得ることができる。
【０２５３】
　なお、カメラ２１aとLED２１bの位置が、図１２に示した測定器２１'とは逆になるよう
な他の測定器の場合でも、カメラ２１aとLED２１bの位置を、図１２に示したような位置
に変更可能な駆動部を設けるようにすればよい。
【０２５４】
　この場合、他の測定器は、スマートフォン２２に装着されたままで、肌の測定を行うこ
とができる。
【０２５５】
　なお、スマートフォン２２に、測定器２１を一体不可分に設けるようにした場合でも、
そのようなスマートフォン２２を用いて、図１２を参照して説明したように、肌の測定を
行うことができる。
【０２５６】
　また、スマートフォン２２は、測定器２１'が装着された状態で、肌データの測定の用
途の他、別の用途に用いることができる。
【０２５７】
[拡大鏡として用いるときの一例]
　次に、図１３は、測定器２１'及びスマートフォン２２を、拡大鏡として用いるように
したときの一例を示している。
【０２５８】
　図１３には、文字列「あいうえおかきくけこさしすせそ」のうち、文字列「こさし」を
拡大してLCD２２bに表示中のスマートフォン２２が示されている。
【０２５９】
　なお、図１３には、文字列「あいうえおかきくけこさしすせそ」のうち、文字列「あい
うえおか」のみが記載され、残りの文字列「きくけこさしすせそ」は、測定器２１'及び
スマートフォン２２に隠れた状態となっている。
【０２６０】
　図１３において、測定器２１'は、内蔵されたカメラ２１aを用いて、文字列「こさし」
が記載された部分を接写する撮像を行い、その撮像により得られる撮像画像を、スマート
フォン２２に供給する。
【０２６１】
　そして、スマートフォン２２は、測定器２１'からの撮像画像を拡大し、拡大後の撮像
画像を、LCD２２bに表示する。
【０２６２】
　このため、測定器２１'及びスマートフォン２２は、図１２に示されるように、拡大鏡
としても用いることができる。
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【０２６３】
　なお、測定器２１'は、スマートフォン２２から取り外された状態でも、測定器２１'及
びスマートフォン２２を、拡大鏡として用いることができる。この場合、測定器２１'は
、内蔵のカメラ２１aの撮像で得られた画像を、無線通信等により、スマートフォン２２
に送信することなる。
【０２６４】
　また、例えば、スマートフォン２２は、測定器２１'が装着されている場合、拡大鏡と
して機能するためのアプリケーションを実行し、測定器２１'が取り外された場合、肌の
測定を行うためのアプリケーションを実行するようにしてもよい。
【０２６５】
　次に、図１４は、より操作性を向上させた測定器２１"の一例を示している。
【０２６６】
　この測定器２１"は、例えば、図１４に示されるように、円筒形の形状とされ、鏡筒部
１４１及びモード切替部１４２を有する。なお、測定器２１"には、測定器２１等と同様
に、カメラ２１a及びLED２１b等が設けられるが、図面が煩雑になるのを避けるために、
それらの図示は省略している。
【０２６７】
　鏡筒部１４１は、例えば、カメラ２１aの光学系等を囲む筒状の部分であり、オフ状態
又はオン状態のいずれかとされる。また、鏡筒部１４１は、カメラ２１aで撮像される肌
により押下され、オフ状態からオン状態とされる。
【０２６８】
　すなわち、例えば、測定器２１"が、図１４に示される矢印１６１の方向に押し当てら
れた場合、測定器２１"の鏡筒部１４１は、ユーザの顔の箇所（例えば、図１４では右頬
）に押下され、オン状態とされる。
【０２６９】
　この場合、例えば、カメラ２１aは、鏡筒部１４１がオン状態とされたことに対応して
、測定器２１"を押し当てた肌（例えば、図１４では右頬）の撮像を行う。すなわち、例
えば、鏡筒部１４１は、カメラ２１aのシャッタボタンとして機能し、カメラ２１aの撮像
時に、オフ状態からオン状態とされる。
【０２７０】
　ここで、矢印１６１の方向と、カメラ２１aの撮像方向（光軸）は、同方向であるため
、カメラ２１aの撮像時の撮像振れが（殆ど）発生しない。
【０２７１】
　したがって、測定器２１"によれば、カメラ２１aにより、ブレのない鮮明な肌画像を撮
像することが可能となる。
【０２７２】
　モード切替部１４２は、カメラ２１aの光軸を中心として、図１４に示される矢印１６
２及び矢印１６３の方向に、それぞれ回転自在に構成されており、測定器２１"による各
種の動作モードを切り替える際に操作される。
【０２７３】
　すなわち、例えば、モード切替部１４２が、矢印１６２の方向に回転されると、測定器
２１"の動作モードは、前の動作モードに切り替えられる。また、例えば、モード切替部
１４２が、矢印１６３の方向に回転されると、測定器２１"の動作モードは、次の動作モ
ードに切り替えられる。
【０２７４】
　具体的には、例えば、第１の動作モード、第２の動作モード、及び第３の動作モードが
存在し、測定器２１"の動作モードが第２の動作モードである場合、ユーザの切替操作に
応じて、動作モードは、以下のようにして切り替えられる。
【０２７５】
　つまり、ユーザは、モード切替部１４２を矢印１６２の方向に回転させるだけで、測定
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器２１"の動作モードを、第２の動作モードから、第１の動作モードに切り替えることが
できる。
【０２７６】
　また、例えば、ユーザは、モード切替部１４２を矢印１６３の方向に回転させるだけで
、測定器２１"の動作モードを、第２の動作モードから、第３の動作モードに切り替える
ことができる。
【０２７７】
　このため、例えば、ユーザは、スマートフォン２２を操作して、測定器２１"の動作モ
ードを切り替える場合と比較して、煩わしさを感じることなく、容易に動作モードを切り
替えることが可能となる。
【０２７８】
　また、例えば、ユーザは、スマートフォン２２を操作することなく、測定器２１"の動
作モードを切り替えることができるので、スマートフォン２２の操作に気をとられて、測
定器２１"を落としてしまう事態を防止できる。
【０２７９】
　なお、測定器２１"の動作モードとしては、例えば、左頬の肌を測定する際の動作モー
ドや、右頬の肌を測定する際の動作モードなどを採用することができる。
【０２８０】
　また、例えば、測定器２１"は、スマートフォン２２のソフトウェアと連携すれば、ユ
ーザからの操作に応じて、スマートフォン２２のLCD２２bに表示された項目の選択や決定
を行うことができる。
【０２８１】
　すなわち、例えば、測定器２１"において、ユーザが、モード切替部１４２を矢印１６
２の方向に回転させると、カーソル等により、前の項目が選択される。また、例えば、ユ
ーザが、モード切替部１４２を矢印１６３の方向に回転させると、カーソル等により、次
の項目が選択される。
【０２８２】
　そして、ユーザが、矢印１６１の方向に測定器２１"を押し当てると、測定器２１"の鏡
筒部１４１が押下される。これにより、スマートフォン２２において、カーソル等で選択
されている項目に対する決定が行われ、決定された項目に対応する表示が、LCD２２bに表
示される。
【０２８３】
　なお、図１の測定システム１において、例えば、スマートフォン２２のLCD２２bは、撮
像部２２aの撮像により得られる撮像画像を表示するようにした。
【０２８４】
　しかしながら、LCD２２bには、例えば、撮像画像とともに、測定器２１が内蔵するカメ
ラ２１aから得られる肌画像を、構図決定用のスルー画として表示するようにしてもよい
。
【０２８５】
　この場合、測定器２１は、無線通信等を用いて、カメラ２１aから得られる肌画像を、
スルー画として、スマートフォン２２に供給しているものとする。このことは、図１にお
いて、測定器２１に代えて、測定器２１'や測定器２１"を用いる場合についても同様であ
る。
【０２８６】
　また例えば、測定システム１は、測定器２１とスマートフォン２２から構成されるよう
にしたが、スマートフォン２２に代えて、タブレット端末やパーソナルコンピュータ等を
採用することができる。
【０２８７】
　ところで、本技術は、以下の構成をとることができる。
　（１）接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被写
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体とともに撮像する撮像部と、
　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マーカ
の位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一
致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　を含む情報処理装置。
　（２）前記マーカは、点灯又は消灯することにより、予め決められた点滅パターンで点
滅する発光部であり、
　前記撮像画像内の前記マーカの点灯又は消灯に基づいて、前記マーカの点滅パターンを
検知するパターン検知部を
　さらに含む前記（１）に記載の情報処理装置。
　（３）前記マーカは、前記測定器の状態を表す前記点滅パターンで点滅し、
　前記パターン検知部の検知結果に基づいて、前記測定器の状態を表示部に表示させる表
示制御部を
　さらに含む前記（２）に記載の情報処理装置。
　（４）前記制御部は、前記マーカ位置が、前記測定器が移動する軌跡上の各測定位置と
一致する毎に、予め決められた制御処理を行う
　前記（１）乃至（３）に記載の情報処理装置。
　（５）前記制御部は、前記マーカ位置が前記測定位置と一致した場合、その旨をユーザ
に報知させる第１の前記制御処理、又は前記測定器を制御して、前記測定器に前記被写体
の一部を測定させる第２の前記制御処理の少なくとも一方を行う
　前記（１）乃至（４）に記載の情報処理装置。
　（６）前記測定器の傾きを識別する傾き識別部を
　さらに含む前記（１）乃至（５）に記載の情報処理装置。
　（７）前記測定器は、前記測定器の動きをセンシングするセンサを有し、
　前記傾き識別部は、前記センサのセンシング結果に基づいて、前記測定器の傾きを識別
する
　前記（６）に記載の情報処理装置。
　（８）前記マーカは、前記測定器の筐体に設けられた図形であり、
　前記傾き識別部は、前記撮像画像内の前記図形の形状に基づいて、前記測定器の傾きを
識別する
　前記（６）に記載の情報処理装置。
　（９）前記測定器は、接近した状態で撮像を行うことにより、前記被写体の肌を測定し
、
　前記測定器の撮像により得られた複数の肌画像に基づいて、前記複数の肌画像をつなぎ
合わせた全体肌画像を生成する生成部を
　さらに含む前記（１）乃至（５）に記載の情報処理装置。
　（１０）前記測定位置までの距離を測定する距離測定部と、
　前記測定位置と前記距離に基づいて、前記肌画像の３次元位置を算出する３次元位置算
出部と
　をさらに含み、
　前記生成部は、複数の前記肌画像の３次元位置にも基づいて、前記被写体の肌を立体的
に表示する前記全体肌画像を生成する
　をさらに含む前記（９）に記載の情報処理装置。
　（１１）前記測定器は、
　　前記被写体の一部に対して、複数の異なる波長の光を照射する照射部と、
　　複数の異なる波長毎に、前記波長の光が照射されているときの肌の撮像を行うことに
より、前記被写体の一部を測定するカメラ測定部と
　を有する
　前記（１）乃至（５）に記載の情報処理装置。
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　（１２）前記測定器は、前記情報処理装置に着脱自在とされる
　前記１乃至５に記載の情報処理装置。
　（１３）前記測定器は、前記情報処理装置に装着された状態で充電可能とされる
　前記（１２）に記載の情報処理装置。
　（１４）前記測定器は、
　　前記被写体の一部を接写するカメラ測定部と、
　　前記カメラ測定部を囲む筒状の形状を有し、前記被写体の一部に押し当てられたとき
にオン状態とされる鏡筒部と、
　　ユーザの回転操作に応じて、前記カメラ測定部の光軸を中心として回転される回転部
と
　を有する前記（１）乃至（５）に記載の情報処理装置。
　（１５）前記カメラ測定部は、前記鏡筒部がオン状態とされたときに、前記被写体の一
部を接写し、
　前記回転部は、前記カメラ測定部の動作に関する動作モードを切り替える際に、前記カ
メラ測定部の光軸を中心として回転される
　前記（１４）に記載の情報処理装置。
　（１６）接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被
写体とともに撮像する撮像部を有する情報処理装置の情報処理方法において、
　　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マー
カの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出ステップと、
　　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と
一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御ステップと
　を含む情報処理方法。
　（１７）接近した状態で被写体の一部を測定する測定器に設けられたマーカを、前記被
写体とともに撮像する撮像部を有する情報処理装置のコンピュータを、
　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記被写体に対する前記マーカ
の位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　前記マーカ位置が、前記被写体の一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と一
致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　して機能させるためのプログラム。
　（１８）ユーザに接近した状態で測定を行う測定器と、前記ユーザ及び前記測定器を撮
像する撮像部を有する情報処理装置から構成される測定システムにおいて、
　前記測定器は、
　　接近した状態でユーザの一部を測定する測定部と、
　　前記測定器の筐体に設けられたマーカと
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　　前記測定器に設けられた前記マーカを、前記ユーザとともに撮像する撮像部と、
　　前記撮像部による撮像で得られる撮像画像に基づいて、前記ユーザに対する前記マー
カの位置を表すマーカ位置を算出する位置算出部と、
　　前記マーカ位置が、前記ユーザの一部を測定するときのマーカ位置である測定位置と
一致した場合、予め決められた制御処理を行う制御部と
　を有する
　測定システム。
【０２８８】
　上述した一連の処理は、例えばハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウ
ェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、
そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコン
ピュータ、又は、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールさ
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れる。
【０２８９】
[コンピュータの構成例]
　図１５は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示している。
【０２９０】
　CPU（Central Processing Unit）２０１は、ROM（Read Only Memory）２０２、又は記
憶部２０８に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM（Random Ac
cess Memory）２０３には、CPU２０１が実行するプログラムやデータ等が適宜記憶される
。これらのCPU２０１、ROM２０２、及びRAM２０３は、バス２０４により相互に接続され
ている。
【０２９１】
　CPU２０１にはまた、バス２０４を介して入出力インタフェース２０５が接続されてい
る。入出力インタフェース２０５には、キーボード、マウス、マイクロホン等よりなる入
力部２０６、ディスプレイ、スピーカ等よりなる出力部２０７が接続されている。CPU２
０１は、入力部２０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして、CP
U２０１は、処理の結果を出力部２０７に出力する。
【０２９２】
　入出力インタフェース２０５に接続されている記憶部２０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU２０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部２０９は
、インタネットやローカルエリアネットワーク等のネットワークを介して外部の装置と通
信する。
【０２９３】
　また、通信部２０９を介してプログラムを取得し、記憶部２０８に記憶してもよい。
【０２９４】
　入出力インタフェース２０５に接続されているドライブ２１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等のリムーバブルメディア２１１が装着さ
れたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータ等を取得する。取
得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部２０８に転送され、記憶される。
【０２９５】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを記録（記憶）する記録媒体は、図１５に示すように、磁気ディスク（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Digita
l Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク（ＭＤ（Mini-Disc）を含む）、もしくは半
導体メモリ等よりなるパッケージメディアであるリムーバブルメディア２１１、又は、プ
ログラムが一時的もしくは永続的に格納されるROM２０２や、記憶部２０８を構成するハ
ードディスク等により構成される。記録媒体へのプログラムの記録は、必要に応じてルー
タ、モデム等のインタフェースである通信部２０９を介して、ローカルエリアネットワー
ク、インタネット、デジタル衛星放送といった、有線又は無線の通信媒体を利用して行わ
れる。
【０２９６】
　なお、本明細書において、上述した一連の処理を記述するステップは、記載された順序
に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並
列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２９７】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【０２９８】
　さらに、本開示は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸
脱しない範囲において種々の変更が可能である。
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【符号の説明】
【０２９９】
　１　測定システム，　２１，２１'，２１"　測定器，　２１a　カメラ，　２１b　LED
，　２１c　通信部，　２１d　充電用コネクタ，　２２　スマートフォン，　２２a　撮
像部，　２２b　LCD，　２２c　給電用コネクタ，　４１　光学系，　４２　撮像素子，
　４３　信号処理IC，　６１　ユーザ識別部，　６２　位置算出部，　６３　判定部，　
６３a　メモリ，　６４　出力制御部，　６５　スピーカ，　６６　表示制御部，　６７
　主制御部，　６８　操作部，　８１　パターン検知部，　８２　状態識別部，　８３　
表示制御部，　１０１　通信制御部，　１０２　通信部，　１０３　データ記憶部，　１
４１　鏡筒部，　１４２　モード切替部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】



(33) JP 2014-61057 A 2014.4.10

【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】
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